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国⼟交通省 ⻑崎河川国道事務所  

 記  者  発  表  資  料  

《 第 １ 報 》 
 

国道 34 号・国道 57 号の渡り線部（諫早市⼩船越
お ぶ な こ し

町）の 

法⾯損傷に伴う通⾏規制について 

 

国 道 34 号 ・ 国 道 57 号 の 渡 り 線 部 （ 諫 早 市 ⼩ 船 越
お ぶ な こ し

町 ） で 法 ⾯ 損 傷 が 確 認 さ れ  
崩 落 の 危 険 性 が あ る た め 、 別 紙 の 箇 所 で  １３ 時 ３０ 分 頃 よ り  

全⾯通⾏⽌めを 実 施 い た し ま す 。  
 

１．【第１報】  国道 34 号・国道 57 号渡り線部の通⾏規制
について  

■ 被災場所 ： 国道５７号諫早市⼩船越
お ぶ な こ し

町 
■ 被災⽇時 ： 令和５年８⽉２５⽇ 
■ 被災状況 ： 法⾯モルタルの損傷（浮き・ズレ落ち） 
■ 交通規制 ： 新⼩船越トンネルの全⾯通⾏⽌め  
■  う回路 ： 有り ※詳細は、別紙記載 

 

※通行の際は交通誘導員の指示に沿って、迂回路へお回り下さい。 
 

【問い合せ先】 
国 ⼟ 交 通 省  九 州 地 ⽅ 整 備 局  ⻑ 崎 河 川 国 道 事 務  災 害 対 策 ⽀ 部  
電  話 ： ０ ９ ５ − ８ ３ ９ − ９ ２ １ １  
道 路 副 所 ⻑  児 ⽟ （ こ だ ま ）   総 括 保 全 対 策 官  髙 ⽥ （ た か た ）  
計 画 課 ⻑  ⼩ 柳 （ こ や な ぎ ）  

 

 発 表 ⽇ 時  令 和 5 年 8 ⽉ 25 ⽇  13 時 30 分  
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